
第24号 令和5年10月
壱岐保健所地域・職域連携推進協議会いきいき健康づくり

１．受動喫煙とは？

発がん性
物質 一酸化

炭素ニコチン

副流煙

※ 副流煙 主流煙

喫煙者が吸う煙

主流煙

ニコチン：2.8倍 タール：3.4倍 一酸化炭素：4.7倍

受動喫煙とは、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです
受動喫煙により、がんや呼吸器の病気などの健康被害が起こるため、問題となっています。
たばこの煙には、粒子成分約4,300種類、ガス成分が約1,000種類の合計約5,300 種類含まれていますが、
そのうち発がん性のある化学物質は約70種類です。喫煙者の周りの人が吸う副流煙は主流煙より有害物質が
数倍含まれます。喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人にも健康への悪影響が及びます。

2．壱岐市の喫煙率及び受動喫煙の状況
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【喫煙率について】
37.3％が「たばこを吸う」と回答。長崎県の調査(※１）では16.４％、全国の調査(※２）では16.7％です。
特定健診質問項目(※3）の全国平均は男性33.2％、女性9.9％で、本調査対象のうち40歳以上の平均は
男性46.7%、女性16.7％であり、男女ともに高い状況と言えます。

【受動喫煙の有無について】
また、職場で受動喫煙(非喫煙者がたばこの煙を吸わされること）があるかとの問いについては、
「ない」と回答した人が57％、「ある」と回答した人は31％です。約3割の事業所で受動喫煙がある
ことが分かりました。

※1 平成28年度長崎県健康・栄養調査（長崎県） ※2 令和元年国民健康・栄養調査（厚生労働省）
※3 ＮＤＢ第7回オープンデータ(厚生労働省）

mg



2020年4月1日より多くの施設で
原則屋内禁煙です！！

3．受動喫煙をなくすためのきまり

4．受動喫煙防止対策

出典：がん情報センター「喫煙と健康 望まない受動喫煙を防止する取り組みはマナーからルールへ（2020年4月）」

改正法では、原則屋内禁煙となり、喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなります。設置可能な喫煙室は、事業者の分類
によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、喫煙室が設置可能かについて、よく確認しましょう。

出典：がん情報センター「喫煙と健康 望まない受動喫煙を防止する取り組みはマナーからルールへ（2020年4月）」

ルールを守って、吸う人も吸わない人も心地よい社会にしましょう！


